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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体マスクを製造する方法であって、
　一連のラインを含む犠牲マスクを有する半導体スタックを提供する工程と、
　前記一連のラインの側壁に近接するスペーサラインと、前記スペーサライン間に介挿ラ
インとを含むスペーサマスクを形成する工程であって、前記スペーサラインと前記介挿ラ
インは同じ層からできており、同じ幅を有しており、前記スペーサマスクのスペーサライ
ンと介挿ラインの頻度が前記犠牲マスクの前記一連のラインの頻度の３倍である工程と、
　前記犠牲マスクを除去する工程を含む方法。
【請求項２】
　前記犠牲マスクの前記一連のラインのピッチが約６である請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記スペーサマスクの前記スペーサラインの夫々の一部をトリミングして、介挿ライン
を有するトリミングされたスペーサマスクを形成する工程を更に含み、介挿ラインを有す
る前記トリミングされたスペーサマスクを形成した後で、前記犠牲マスクを除去する請求
項１記載の方法。
【請求項４】
　半導体マスクを製造する方法であって、
　一連のラインを含む犠牲マスクを有する半導体スタックを提供する工程と、
　前記半導体スタック上に、前記犠牲マスクと共形のスペーサ層を堆積する工程と、
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　前記スペーサ層上に、フォトレジスト層を堆積し、前記フォトレジスト層をパターニン
グして、前記犠牲マスクの前記一連のラインの間にパターン化されたフォトレジスト層を
形成する工程と、
　前記スペーサ層をエッチングして、前記一連のラインの側壁に近接するスペーサライン
と、前記スペーサライン間に介挿ラインとを有するスペーサマスクを提供する工程であっ
て、前記スペーサ層のエッチングによって、前記犠牲マスクの上面を露出する工程と、
　前記スペーサマスクの前記スペーサラインの夫々の一部をトリミングして、介挿ライン
を有するトリミングされたスペーサマスクを形成する工程と、
　介挿ラインを有する前記トリミングされたスペーサマスクを形成した後で、前記犠牲マ
スクを除去する工程とを含む方法。
【請求項５】
　前記スペーサ層が、ケイ素を実質的に含み、前記犠牲マスクの上部が、窒化ケイ素及び
酸化ケイ素からなる群より選択される材料を実質的に含み、前記スペーサ層をエッチング
して、前記スペーサマスクを提供する工程が、Ｃｌ２及びＨＢｒからなる群より選択され
るガスによるドライエッチングプロセスを用いる請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記犠牲マスクを除去する工程が、ホットＨ３ＰＯ４ウェットエッチング、含水フッ酸
ウェットエッチング及びＳｉＣｏＮｉエッチングからなる群より選択されるエッチングプ
ロセスを用いる請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記スペーサ層が、酸化ケイ素を実質的に含み、前記犠牲マスクの上部が、窒化ケイ素
及びケイ素からなる群より選択される材料を実質的に含み、前記スペーサ層をエッチング
して、前記スペーサマスクを提供する工程が、Ｃ４Ｆ８及びＣＨＦ３からなる群より選択
されるガスによるドライエッチングプロセスを用いる請求項４記載の方法。
【請求項８】
　前記犠牲マスクを除去する工程が、ホットＨ３ＰＯ４ウェットエッチング、ＳｉＣｏＮ
ｉエッチング、Ｃｌ２プラズマエッチング及びＣＦ４／Ｏ２プラズマエッチングからなる
群より選択されるエッチングプロセスを用いる請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記スペーサ層が、窒化ケイ素を実質的に含み、前記犠牲マスクの上部が、酸化ケイ素
及びケイ素からなる群より選択される材料を実質的に含み、前記スペーサ層をエッチング
して、前記スペーサマスクを提供する工程が、ＣＨ２Ｆ２及びＣＨＦ３からなる群より選
択されるガスによるドライエッチングプロセスを用いる請求項４記載の方法。
【請求項１０】
　前記犠牲マスクを除去する工程が、含水フッ酸ウェットエッチング、ＳｉＣｏＮｉエッ
チング、Ｃｌ２プラズマエッチング及びＣＦ４／Ｏ２プラズマエッチングからなる群より
選択されるエッチングプロセスを用いる請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　前記スペーサマスクのスペーサラインと介挿ラインの頻度が、前記犠牲マスクの前記一
連のラインの頻度の３倍である請求項４記載の方法。
【請求項１２】
　半導体マスクを製造する方法であって、
　マスク層を有する半導体スタックを提供する工程と、
　第１のフォトレジスト層を堆積し、パターン化して、前記マスク層上に画像を形成する
工程と、
　前記マスク層をエッチングして、前記画像を有する犠牲マスクを形成する工程であって
、前記犠牲マスクが一連のラインを含む工程と、
　前記半導体スタック上に、前記犠牲マスクと共形のスペーサ層を堆積する工程と、
　第２のフォトレジスト層を堆積し、パターン化して、介挿マスク及びエリア保存マスク
を、前記スペーサ層上に形成する工程と、
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　前記スペーサ層をエッチングして、スペーサライン、介挿ライン及びエリア保存領域を
含むスペーサマスクを提供する工程であって、前記スペーサラインが、前記犠牲マスクの
前記一連のラインの側壁に近接していて、前記介挿ラインが前記スペーサライン間であり
、前記スペーサ層のエッチングによって、前記犠牲マスクの上面を露出する工程と、
　前記スペーサマスク及び前記犠牲マスク上に第３のフォトレジスト層を堆積し、パター
ン化して、前記スペーサマスクの前記スペーサラインの少なくとも一部を露出する工程と
、
　前記スペーサマスクの前記スペーサラインの前記露出した部分をエッチングして、前記
スペーサマスクをトリミングする工程と、
　前記犠牲マスクを除去する工程とを含む方法。
【請求項１３】
　前記スペーサ層が、ケイ素を実質的に含み、前記犠牲マスクの上部が、窒化ケイ素及び
酸化ケイ素からなる群より選択される材料を実質的に含み、前記スペーサ層をエッチング
して、前記スペーサマスクを提供する工程が、Ｃｌ２及びＨＢｒからなる群より選択され
るガスによるドライエッチングプロセスを用いる請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記犠牲マスクを除去する工程が、ホットＨ３ＰＯ４ウェットエッチング、含水フッ酸
ウェットエッチング及びＳｉＣｏＮｉエッチングからなる群より選択されるエッチングプ
ロセスを用いる請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　前記スペーサ層が、酸化ケイ素を実質的に含み、前記犠牲マスクの上部が、窒化ケイ素
及びケイ素からなる群より選択される材料を実質的に含み、前記スペーサ層をエッチング
して、前記スペーサマスクを提供する工程が、Ｃ４Ｆ８及びＣＨＦ３からなる群より選択
されるガスによるドライエッチングプロセスを用いる請求項１２記載の方法。
【請求項１６】
　前記犠牲マスクを除去する工程が、ホットＨ３ＰＯ４ウェットエッチング、ＳｉＣｏＮ
ｉエッチング、Ｃｌ２プラズマエッチング及びＣＦ４／Ｏ２プラズマエッチングからなる
群より選択されるエッチングプロセスを用いる請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
　前記スペーサ層が、窒化ケイ素を実質的に含み、前記犠牲マスクの上部が、酸化ケイ素
及びケイ素からなる群より選択される材料を実質的に含み、前記スペーサ層をエッチング
して、前記スペーサマスクを提供する工程が、ＣＨ２Ｆ２及びＣＨＦ３からなる群より選
択されるガスによるドライエッチングプロセスを用いる請求項１２記載の方法。
【請求項１８】
　前記犠牲マスクを除去する工程が、含水フッ酸ウェットエッチング、ＳｉＣｏＮｉエッ
チング、Ｃｌ２プラズマエッチング及びＣＦ４／Ｏ２プラズマエッチングからなる群より
選択されるエッチングプロセスを用いる請求項１７記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本出願は、ここに参考文献として組み込まれる２００７年６月１日出願の米国特許仮出
願第６０／９３２，６１８号の利益を主張する。
【背景】
【０００２】
　（１）分野
　本発明の実施形態は半導体処理の分野である。特に、本発明の実施形態は半導体マスク
の製造方法に関する。
【０００３】
　（２）関連技術の説明
　過去数十年にわたって、集積回路のフィーチャーの縮小は、成長し続ける半導体業界を
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支える推進力となっている。益々小さくなるフィーチャーの縮小によって、半導体チップ
の限られた面積での機能単位の密度を増やすことができる。例えば、収縮するトランジス
タのサイズによって、多数のロジック及びメモリデバイスをマイクロプロセッサに組み込
むことができ、複雑な製品の製造に役立っている。
【０００４】
　しかしながら、縮小には結果がつきものである。マイクロエレクトロニクス回路の礎石
の寸法が減じ、ある領域で製造される礎石の数が非常に多くなるにつれて、これらの礎石
をパターン化するのに用いるリソグラフィープロセスに対する制約は計り知れないものと
なっている。特に、半導体スタックにおけるパターン化フィーチャーの最低寸法（限界寸
法）とかかるフィーチャー間の間隔とは相反するものである。図１Ａ～Ｃに、先行技術に
よる従来の半導体リソグラフィープロセスを表す断面図を示す。
【０００５】
　図１Ａを参照すると、フォトレジスト層１０４が、半導体スタック１０２上に提供され
ている。マスク又はレチクル１０６が、フォトレジスト層１０４上に配置されている。リ
ソグラフィープロセスには、図１Ａの矢印に示されるような、特定の波長を有するフォト
レジスト層１０４の光（ｈｖ）への露光が含まれる。図１Ｂを参照すると、フォトレジス
ト層１０４は、後に現像されて、半導体スタック１０２上にパターン化フォトレジスト層
１０８が提供される。フォトレジスト層１０４の露光された部分が除去されている。パタ
ーン化フォトレジスト層１０８の各フィーチャーの幅は、幅「ｘ」で示されている。各フ
ィーチャー間の間隔は、間隔「ｙ」で示されている。典型的に、特定のリソグラフィープ
ロセスについての限界によって、図１Ｂに図示するような、フィーチャー間の間隔に等し
い限界寸法、即ち、ｘ＝ｙ、を有するフィーチャーが提供される。
【０００６】
　図１Ｃを参照すると、フィーチャーの限界寸法（即ち、幅「ｘ」）を減じて、半導体ス
タック１０２上にパターン化フォトレジスト層１１０を形成してもよい。限界寸法は、図
１Ａに図示するリソグラフィー工程中に、フォトレジスト層１０４を過露光することによ
り、又は、図１Ｂから、パターン化フォトレジスト層１０８を後にトリミングすることに
より収縮する。限界寸法のこの減少は、図１Ｃに間隔「ｙ」で示されるフィーチャー間の
間隔を増やすことにより成される。パターン化フォトレジスト層１１０の各フィーチャー
の最小可能な寸法と、各フィーチャー間の間隔とは相反するものである。
　半導体リソグラフィープロセスの頻度の３倍化について、ここに説明する。
【詳細な説明】
【０００７】
　半導体リソグラフィープロセスの頻度を３倍化する方法について説明する。以下の説明
では、本発明を完全に理解するために、製造条件や材料レジメ等数多くの具体的な詳細を
示す。当業者であれば、これらの具体的な詳細なしで本発明を実施できることは明白であ
ろう。他の例では、集積回路設計レイアウトやフォトレジスト現像プロセス等の周知の特
徴は、本発明を不必要に曖昧にしないため、詳細は記載していない。更に、図面に示した
様々な実施形態は、例示のためであり、必ずしも縮尺は合っていないものと考えられる。
【０００８】
　一実施形態において、半導体マスクを製造する方法が提供される。一連のラインを含む
犠牲マスクを有する半導体スタックが、先ず提供される。一実施形態において、犠牲マス
クの一連のラインの側壁に近接するスペーサラインを含むスペーサマスクを形成する。ス
ペーサマスクはまた、スペーサライン間に介挿ラインも有する。犠牲マスクを除去すると
、介挿ラインを有するスペーサマスクのみが提供される。具体的な実施形態において、ス
ペーサマスクは、先ず、スペーサ層を半導体スタック上に、犠牲マスクと共形で堆積する
ことにより形成される。フォトレジスト層を、スペーサ層上に、堆積し、パターン化し、
犠牲マスクの一連のラインを介挿する。スペーサ層をエッチングして、スペーサライン間
の介挿ラインに沿って、犠牲マスクの一連のラインの側壁に近接するスペーサラインを有
するスペーサマスクを提供する。エッチングプロセスはまた、犠牲マスクの上面を露出す
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る。最後に、犠牲マスクを除去すると、介挿ラインを有するスペーサマスクのみが残る。
【０００９】
　リソグラフィーパターンの頻度は、例えば、介挿ラインを有するスペーサマスクを製造
することにより３倍化することができる。例えば、本発明の実施形態によれば、スペーサ
マスクは、スペーサライン間の介挿ラインに沿って、リソグラフィー的にパターン化され
た犠牲マスクの側壁に近接して形成されたスペーサラインを有するように製造される。犠
牲マスクの各ラインについて、スペーサマスクの２つのスペーサラインが、１つの介挿ラ
インに沿って生成される。各ラインに同じ限界寸法、又は同じフィーチャー幅を実質的に
与えるが、特定の領域のラインの密度が３倍の半導体パターン化マスクを、犠牲マスクを
除去する際に製造できる。例えば、本発明の実施形態によれば、ピッチが２のスペーサマ
スクを最終的に与えるために、犠牲マスクのピッチを選択して６とする。
【００１０】
　犠牲マスクのラインの端部周囲を覆わないスペーサラインを提供するには、スペーサマ
スクをトリミングする必要がない。トリミング中のスペーサマスクへの損傷は、スペーサ
マスクがトリミングされるまで、犠牲マスクを保持することにより防ぐことができる。例
えば、本発明の実施形態によれば、スペーサマスクは、犠牲マスクの各ラインの端部周囲
を含め、犠牲マスクのラインの側壁に直接近接するスペーサラインを含む。一実施形態に
おいて、犠牲マスクの各ラインに関連するスペーサマスクの各対のスペーサラインは、連
続している、又は接続されている。
【００１１】
　互いに不連続のラインを、スペーサマスクに生成するのが望ましい。一実施形態におい
て、犠牲マスクのラインの端部周囲を覆うスペーサマスクの部分を、パターン化／エッチ
ングプロセスにおいてトリミングする。犠牲マスクがないと、スペーサマスクは、パター
ン化／エッチングプロセスに耐えるだけの十分な完全性が恐らくない。本発明の一実施形
態によれば、プロセス中、構造的なサポートをスペーサマスクに与えるために、トリミン
グ中、構造的なサポートを保持する。スペーサマスクの介挿ラインは、犠牲マスクのライ
ンの側壁に沿って形成されず、スペーサマスクトリミング工程中、サポートされない。本
発明の実施形態によれば、スペーサマスクの介挿ラインは、スペーサマスクのスペーサラ
インの高さ未満の高さで形成される。スペーサマスクの介挿ラインの構造的な安定性は、
これらの介挿ラインのアスペクト比を、スペーサラインのアスペクト比に比べて減じるこ
とにより増大する。スペーサマスクのトリミングの際、犠牲マスクを除去すると、トリミ
ングされたスペーサマスクのみが得られ、これは、介挿ラインに沿って、トリミングされ
たスペーサラインを含む。具体的な実施形態において、トリミングされたスペーサマスク
の画像は、半導体スタックに後に転写される。
【００１２】
　スペーサマスクの製造には、トリミングプロセスシーケンスが含まれ、犠牲マスクが保
持されて、スペーサマスクに構造上の完全性を与える。図２は、本発明の実施形態による
スペーサマスクの例示の製造方法を表すフローチャート２００である。図３Ａ～Ｊは、本
発明の実施形態により、半導体スタックに適用されたフローチャート２００に示された／
関連した操作を示す断面及び見下ろし図である。
【００１３】
　フローチャート２００の操作２０２及び対応の図３Ａを参照すると、半導体スタック３
００が提供される。半導体スタック３００は、半導体層３０８上の第１のマスクスタック
３０４及び第２のマスクスタック３０６を含む。パターン化フォトレジスト層３０２は、
半導体スタック３００上に形成されている。
【００１４】
　パターン化フォトレジスト層３０２は、リソグラフィープロセスに用いるのに好適な材
料を含んでいてよい。パターン化フォトレジスト層３０２は、先ず、フォトレジスト材料
のブランケット層をマスキングしてから、それを光源に露光することにより形成される。
次に、ブランケットフォトレジスト層を現像することにより、パターン化フォトレジスト
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層３０２を形成する。一実施形態において、光源に露光されたフォトレジスト層の部分は
、フォトレジスト層の現像の際に除去される。パターン化フォトレジスト層３０２は、ポ
ジのフォトレジスト材料を含む。具体的な実施形態において、パターン化フォトレジスト
層３０２は、２４８ｎｍのレジスト、１９３ｎｍのレジスト、１５７ｎｍのレジスト及び
ジアゾナフトキノン増感剤とのフェノール樹脂マトリックスからなる群より選択されるポ
ジのフォトレジスト材料を含む。他の実施形態において、光源に露光されるフォトレジス
ト層の部分は、フォトレジスト層の現像の際に保持される。パターン化フォトレジスト層
３０２は、ネガのフォトレジスト材料を含む。具体的な実施形態において、パターン化フ
ォトレジスト層３０２は、ポリ－シス－イソプレン及びポリ－ビニル－シンナメートから
なる群より選択されるネガのフォトレジスト材料を含む。
【００１５】
　パターン化フォトレジスト層３０２は、スペーサマスク製造プロセスに好適な寸法を有
していてよい。本発明の実施形態によれば、パターン化フォトレジスト層３０２の各フィ
ーチャーの幅「ｘ」は、半導体デバイスフィーチャーの所望の限界寸法、例えば、ゲート
電極を画定するラインの幅と実質的に相互に関連するものを選択する。一実施形態におい
て、幅「ｘ」は１０～１００ナノメートルの範囲である。ライン「ｙ」間の間隔は、頻度
３倍化のスキームを最適化するものを選択する。本発明の実施形態によれば、後に製造さ
れるスペーサマスクの目的は、スペーサラインの幅と、スペーサマスクの介挿ラインが、
パターン化フォトレジスト層３０２の各フィーチャーの幅「ｘ」と実質的に同じにするこ
とである。更に、後に形成されるスペーサラインと介挿ラインの間の間隔の目的は、各ス
ペーサ領域の幅に実質的に等しくすることである。一実施形態において、頻度は最終的に
３倍化されるため、パターン化フォトレジスト層３０２における各フィーチャー間の間隔
「ｙ」は、図３Ａに図示する通り、値「ｘ」の略５倍に等しい。パターン化フォトレジス
ト層３０２のピッチを約６に選択して、約２のピッチを有するスペーサラインと介挿ライ
ンを有するスペーサマスクを最終的に提供する。具体的な実施形態において、１９３ｎｍ
のリソグラフィーを用いて、フィーチャー幅が約４０ナノメートルで、フィーチャー間の
間隔が約２００ナノメートルのパターン化フォトレジスト３０２を生成する。
【００１６】
　一実施形態において、パターン化フォトレジスト層３０２のフィーチャーについて、約
５：１の間隔：幅比は、露光ステップでポジのフォトレジスト層を過露光することにより
、又はリソグラフィー／現像プロセス後にフォトレジスト層をトリミングすることにより
得られる。一実施形態において、パターン化フォトレジスト３０２は、１９３ｎｍのポジ
のフォトレジストを含んでおり、Ｎ２、Ｏ２、ＣＦ４、Ａｒ及びＨｅからなる群より選択
されるガスを含むプラズマエッチング化学薬品を用いることによる現像後にトリミングさ
れたものである。頻度３倍化スキームについて、パターン化フォトレジスト層３０２の各
フィーチャーの理想的な幅は、パターン化フォトレジスト層３０２のピッチの１／６であ
るが、最初にターゲットとする幅は、第１のマスクスタック３０４をパターン化するのに
用いるエッチングプロセスを補うために僅かに厚くする必要がある。本発明の実施形態に
よれば、パターン化フォトレジスト層３０２の各ラインの最初の幅のターゲットは、ピッ
チの０．１４～０．１８倍である。
【００１７】
　フローチャート２００の操作２０４及び対応の図３Ｂを参照すると、パターン化フォト
レジスト層３０２の画像が、エッチングプロセスにより第１のマスクスタック３０４へ転
写されて、犠牲マスク３１０を形成する。画像を転写するのに用いるエッチングプロセス
は、パターン化フォトレジスト層３０２から実質的に同じ画像を、第１のマスクスタック
３０４へ転写するのに好適なプロセスであればよい。
【００１８】
　第１のマスクスタック３０４、即ち、犠牲マスク３１０は、スペーサマスク製造プロセ
スにおいて、犠牲マスクとして機能するのに好適な材料又は材料の組み合わせを含んでい
てよい。本発明の実施形態によれば、第１のマスクスタック３０４は、図３Ａに１本斜線
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で示す単一材料を含む。単一材料を含む第１のマスクスタック３０４の組成及び厚さは、
パターン化フォトレジスト層３０２に実質的に影響の弱いエッチングプロセスによりエッ
チングするのに好適なものであればよい。一実施形態において、単一材料を含む第１のマ
スクスタック３０４の寸法及びエッチング特性を選択して、パターン化に従うようなもの
とし、その間、パターン化フォトレジスト層３０２が実質的に無傷に保持されるようにす
る。具体的な実施形態において、パターン化フォトレジスト層３０２は、カーボン系材料
を含んでおり、第１のマスクスタック３０４は、窒化ケイ素、酸化ケイ素及びアモルファ
ス又は多結晶ケイ素からなる群より選択される材料を含む。特定の実施形態において、第
１のマスクスタック３０４は、窒化ケイ素を実質的に含み、犠牲マスク３１０を形成する
のに用いるエッチングプロセスは、ＣＨ２Ｆ２及びＣＨＦ３からなる群より選択されるガ
スを利用する。他の特定の実施形態において、第１のマスクスタック３０４は、酸化ケイ
素を実質的に含み、犠牲マスク３１０を形成するのに用いるエッチングプロセスは、Ｃ４

Ｆ８及びＣＨＦ３からなる群より選択されるガスを利用する。他の特定の実施形態におい
て、第１のマスクスタック３０４は、アモルファス又は多結晶ケイ素を実質的に含み、犠
牲マスク３１０を形成するのに用いるエッチングプロセスは、Ｃｌ２及びＨＢｒからなる
群より選択されるガスを利用する。本発明の実施形態において、単一材料を含む第１のマ
スクスタック３０４の厚さは、頻度３倍化スキームにおいて、スペーサマスクを後に形成
するのに最適なものを選択する。第１のマスクスタック３０４の厚さは、後に形成される
スペーサマスクのスペーサマスクラインが壊れないよう十分に薄く、且つ、スペーサマス
クラインの限界寸法が制御可能なように十分に厚いものとする。一実施形態において、単
一材料を含む第１のマスクスタック３０４の厚さは、犠牲マスク３１０のターゲットとす
るライン幅の４．０６～５．６２５倍の範囲である。
【００１９】
　本発明の変形実施形態によれば、第１のマスクスタック３０４は、図３Ａに図示された
２枚の層により示される通り、第１のマスク層３０４Ｂ上に第１のハードマスク層３０４
Ａを含む。犠牲マスク３１０は、図３Ｂに図示する通り、犠牲マスク部分３１０Ｂ上に犠
牲ハードマスク部分３１０Ａを含む。一実施形態において、第１のハードマスク層３０４
Ａと第１のマスク層３０４Ｂは、２つの別のエッチング操作で、パターン化フォトレジス
ト層３０２の画像がパターン化される。第１のハードマスク層３０４Ａは、パターン化フ
ォトレジスト層３０２に実質的に影響の弱いエッチングプロセスによりエッチングするの
に好適な材料を含む。一実施形態において、第１のハードマスク層３０４Ａの寸法及びエ
ッチング特性を選択して、パターン化プロセスに従うようなものとし、その間、パターン
化フォトレジスト層３０２が実質的に無傷に保持されるようにする。具体的な実施形態に
おいて、第１のマスク層３０４Ｂ（第１のハードマスク層３０４Ａの下にある）は、パタ
ーン化フォトレジスト層３０２のエッチング特性と同様のエッチング特性を備えた材料を
含む。第１のハードマスク層３０４Ａを用いて、第１のマスク層３０４Ｂの後のエッチン
グ中、パターン化フォトレジスト層３０２からの画像を保つ。具体的な実施形態において
、パターン化フォトレジスト層３０２及び第１のマスク層３０４Ｂは、カーボン系材料を
含み、第１のハードマスク層３０４Ａは、窒化ケイ素、酸化ケイ素及びアモルファス又は
多結晶ケイ素からなる群より選択される材料を含む。特定の実施形態において、第１のハ
ードマスク層３０４Ａは、窒化ケイ素を実質的に含み、パターン化フォトレジスト層３０
２及び第１のマスク層３０４Ｂに対して選択的な第１のハードマスク層３０４Ａをパター
ン化するのに用いるエッチングプロセスは、ＣＨ２Ｆ２及びＣＨＦ３からなる群より選択
されるガスを利用する。他の特定の実施形態において、第１のハードマスク層３０４Ａは
、酸化ケイ素を実質的に含み、パターン化フォトレジスト層３０２及び第１のマスク層３
０４Ｂに対して選択的な第１のハードマスク層３０４Ａをパターン化するのに用いるエッ
チングプロセスは、Ｃ４Ｆ８及びＣＨＦ３からなる群より選択されるガスを利用する。他
の特定の実施形態において、第１のハードマスク層３０４Ａは、アモルファス又は多結晶
ケイ素を実質的に含み、パターン化フォトレジスト層３０２及び第１のマスク層３０４Ｂ
に対して選択的な第１のハードマスク層３０４Ａをパターン化するのに用いるエッチング
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プロセスは、Ｃｌ２及びＨＢｒからなる群より選択されるガスを利用する。第１のハード
マスク層３０４Ａの厚さは、パターン化フォトレジスト層３０２に対して極めて選択性の
エッチングが行えるよう十分に薄く、且つ、第１のマスク層３０４Ｂを露出する望ましく
ないピンホールを排除するよう十分に厚いものとする。一実施形態において、第１のハー
ドマスク層３０４Ａの厚さは、２０～５０ナノメートルの範囲である。
【００２０】
　第１のマスクスタック３０４が、第１のマスク層３０４Ｂ上に第１のハードマスク層３
０４Ａを含む場合には、第１のマスク層３０４Ｂは、制御されたエッチングプロセス及び
後のスペーサマスク形成プロセスに耐える好適な材料を含む。一実施形態において、第１
のマスク層３０４Ｂは、パターン化フォトレジスト層３０２のエッチング特性と同様のエ
ッチング特性を有する。具体的な実施形態において、パターン化フォトレジスト層３０２
及び第１のマスク層３０４Ｂの厚さを選択して、第１のハードマスク層３０４Ａのエッチ
ング後に残ったパターン化フォトレジスト層３０２の全ての部分が、第１のマスク層３０
４Ｂのエッチング中に除去されるようにする。例えば、本発明の実施形態によれば、パタ
ーン化フォトレジスト層３０２と第１のマスク層３０４Ｂの両方が、炭素原子を実質的に
含む。一実施形態において、第１のマスク層３０４Ｂは、炭化水素前駆体分子を用いる化
学蒸着プロセスから形成されたｓｐ３（ダイヤモンドライク）、ｓｐ２（グラフィティッ
ィク）及びｓｐ１（パイロリティック）ハイブリッド炭素原子の混合物を含む。かかるフ
ィルムは、アドバンスドパターニングフィルム（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｐａｔｔｅｒｎｉｎ
ｇ　Ｆｉｌｍ）（登録商標）（ＡＰＦ）のアモルファスカーボンフィルムとして業界で知
られている。具体的な実施形態において、第１のマスク層３０４Ｂは、かかるアモルファ
スカーボンフィルムを含み、Ｏ２とＮ２の組み合わせ、又はＣＨ４とＮ２とＯ２の組み合
わせからなる群より選択されるガスを用いてエッチングされる。特定の実施形態において
、パターン化フォトレジスト層３０２の実質的に全てを、第１のマスク層３０４Ｂをパタ
ーン化するのに用いるのと同じエッチング操作で除去する。第１のマスク層３０４Ｂの厚
さは、後に形成されるスペーサマスクのスペーサマスクラインが壊れないよう十分に薄く
、且つ、スペーサマスクラインの限界寸法が制御可能なように十分に厚いものとする。一
実施形態において、第１のハードマスク層３０４Ａと第１のマスク層３０４Ｂを含む第１
のマスクスタック３０４の合計厚さは、犠牲マスク３１０のターゲットとするライン幅の
４．０６～５．６２５倍の範囲である。
【００２１】
　再び図３Ｂを参照すると、第１のマスクスタック３０４をパターン化して、第２のマス
クスタック３０６に対して選択的な犠牲マスク３１０を形成する。第２のマスクスタック
３０６は、図３Ｂに図示する通り、第２のマスク層３０６Ｂ上の第２のハードマスク層３
０６Ａを含む。第２のハードマスク層３０６Ａは、犠牲マスク３１０を形成するのに用い
るエッチングプロセスから、第２のマスク層３０６Ｂを保護するのに好適な特性を有して
いる。本発明の実施形態において、第１のマスクスタック３０４は、単一材料を含み、第
２のハードマスク層３０６Ａに対して選択的にエッチングされる。一実施形態において、
第１のマスクスタック３０４は、窒化ケイ素を含み、第２のハードマスク層３０６Ａは、
窒化ケイ素及びアモルファス又は多結晶ケイ素からなる群より選択される材料を含む。他
の実施形態において、第１のマスクスタック３０４は、窒化ケイ素を含み、第２のハード
マスク層３０６Ａは、窒化ケイ素及びアモルファス又は多結晶ケイ素からなる群より選択
される材料を含む。他の実施形態において、第１のマスクスタック３０４は、アモルファ
ス又は多結晶ケイ素を含み、第２のハードマスク層３０６Ａは、窒化ケイ素及び酸化ケイ
素からなる群より選択される材料を含む。本発明の変形実施形態によれば、第１のマスク
スタック３０４は、第１のハードマスク層３０４Ａと第１のマスク層３０４Ｂを含む。一
実施形態において、第１のマスク層３０４Ｂは、Ｏ２とＮ２の組み合わせ、又はＣＨ４と
Ｎ２とＯ２の組み合わせからなる群より選択されるガスによりエッチングされたアモルフ
ァスカーボンフィルムを含み、第２のハードマスク層３０６Ａは、窒化ケイ素、酸化ケイ
素及びアモルファス又は多結晶ケイ素からなる群より選択される材料を含む。第２のハー
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ドマスク層３０６Ａの厚さは、第２のマスク層３０６Ｂに対して後に極めて選択性のエッ
チングが行えるよう十分に薄く、且つ、第２のマスク層３０６Ｂを、第１のマスクスタッ
ク３０４に適用されるエッチングプロセスに露出する望ましくないピンホールを排除する
よう十分に厚いものとする。一実施形態において、第２のハードマスク層３０６Ａの厚さ
は、１５～４０ナノメートルの範囲である。
【００２２】
　フローチャート２００の操作２０６及び対応の図３Ｃを参照すると、スペーサ層３１２
が、犠牲マスク３１０を覆って、第２のハードマスク層３０６Ａ上に、共形で堆積する。
スペーサ層３１２は、最終的に、頻度３倍化スキームに用いるスペーサマスクとなる材料
源である。
【００２３】
　スペーサ層３１２は、後のエッチングプロセスに用いる信頼性のあるマスクを形成する
のに好適な材料を含む。本発明の実施形態によれば、スペーサ層３１２は、窒化ケイ素、
酸化ケイ素及びアモルファス又は多結晶ケイ素からなる群より選択される材料を含む。ス
ペーサ層３１２は、図３Ｃに図示する通り、犠牲マスク３１０の側壁に共形の層を提供す
るのに好適なプロセスにより堆積される。一実施形態において、スペーサ層３１２は、分
子有機ＣＶＤ、低圧ＣＶＤ及びプラズマエンハンスドＣＶＤからなる群より選択される化
学蒸着（ＣＶＤ）により堆積する。スペーサ層３１２の厚さを選択して、後に形成される
スペーサマスクにおけるフィーチャーの幅を決める。本発明の実施形態によれば、スペー
サ層３１２の厚さは、図３Ｃに図示する通り、犠牲マスク３１０のフィーチャーの幅と実
質的に同じである。頻度３倍化スキームについて、スペーサ層３１２の理想的な厚さは、
犠牲マスク３１０のフィーチャーの幅と同じであるが、最初にターゲットとする幅は、ス
ペーサ層３１２をパターン化するのに用いるエッチングプロセスを補うために僅かに厚く
する必要がある。一実施形態において、スペーサ層３１２は、犠牲マスク３１０のフィー
チャーの幅の約１．０６倍、即ち、後に形成されるスペーサマスクのラインの所望のフィ
ーチャー幅の１．０６倍である。
【００２４】
　フローチャート２００の操作２０８及び対応の図３Ｄを参照すると、フォトレジストス
タック３１５がスペーサ層３１２上に堆積する。一実施形態において、フォトレジストス
タック３１５は、図３Ａのパターン化フォトレジスト層３０２について記載した材料を含
むフォトレジスト層３１５Ｂを有する。更に、フォトレジストスタック３１５は、図３Ｄ
に図示する通り、フォトレジスト層３１５Ｂに平坦な表面を提供するために、フォトレジ
スト層３１５Ｂとスペーサ層３１２の間に、反射防止コーティング（ＢＡＲＣ）下層３１
５Ａを含む。一実施形態において、フォトレジストスタック３１５をパターン化するのに
用いるリソグラフィープロセスには、実質的に平坦な下面を有するフォトレジスト層３１
５Ｂの露光と現像が組み込まれている。具体的な実施形態において、ＢＡＲＣ層は、有機
基を有するスピンオンガラス材料である。変形実施形態において、フォトレジストスタッ
ク３１５は、フォトレジスト層のみを含む、即ち、フォトレジストスタック３１５には、
ＢＡＲＣ下層が組み込まれていない。
【００２５】
　フォトレジストスタック３１５は、フォトレジストスタック３１５に平坦な上面を提供
するプロセスにより堆積してよい。例えば、本発明の実施形態において、フォトレジスト
スタック３１５は、ＢＡＲＣ層３１５Ａ上にフォトレジスト層３１５Ｂを含み、フォトレ
ジスト層３１５ＢとＢＡＲＣ層３１５Ａの両方が、スピンオンプロセスにより堆積する。
他の実施形態において、フォトレジストスタック３１５は、スピンオンプロセスにより堆
積するフォトレジスト層を実質的に含む。ＢＡＲＣ層３１５Ａ又はフォトレジスト層（フ
ォトレジストスタック３１５が、ＢＡＲＣ層を含まない場合）を堆積するのに用いるスピ
ンオンプロセスは、犠牲マスク３１０の薄いフィーチャーを倒すのに十分な力を生成する
。本発明の実施形態によれば、スペーサ層３１２の連続性によって、犠牲マスク３１０の
微細なフィーチャーが保護される。
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【００２６】
　フローチャート２００の操作２０８及び対応の図３Ｅを参照すると、フォトレジストス
タック３１５がパターン化されて、介挿マスクスタック３１７を形成する。フォトレジス
トスタック３１５は、図３Ａのパターン化フォトレジスト層３０２のパターン化について
記載したリソグラフィープロセスによりパターン化される。本発明の実施形態によれば、
介挿マスクスタック３１７は、スペーサマスク形成エッチング操作で除去されるはずのス
ペーサ層３１２の一部を保持するために生成される。一実施形態において、介挿マスクス
タック３１７は、スペーサ層３１２の一部を保持するために形成され、これは、後に形成
されるスペーサラインと、間接的に、かかるライン間で、実質的に同じ幅である。具体的
な実施形態において、介挿マスクスタック３１７は、スペーサ層３１２の厚さと実質的に
同じ幅を有している。一実施形態において、介挿マスクスタック３１７は、スペーサ層３
１２の一部を、頻度３倍化プロセススキームにおいて、保持するために形成される。
【００２７】
　フローチャート２００の操作２１０及び対応の図３Ｆを参照すると、介挿ライン３１９
を有するスペーサ層３１４を提供し、犠牲マスク３１０及び第２のハードマスク層３０６
Ａの上面を露出するために、スペーサ層３１２はエッチングされ、介挿マスクスタック３
１７が除去される。スペーサマスク３１４のスペーサラインは、犠牲マスク３１０のフィ
ーチャーの側壁と共形である。一実施形態において、図３Ｆに図示する通り、犠牲マスク
３１０の各ラインについて、スペーサマスク３１４の２つのスペーサラインと１つの介挿
ラインとがある。
【００２８】
　スペーサ層３１２は、犠牲マスク３１０の限界寸法の幅を維持するために良好に制御さ
れた寸法を与えるのに好適なプロセスによりエッチングされる。本発明の実施形態によれ
ば、図３Ｆに図示する通り、スペーサマスク３１４のスペーサラインが、犠牲マスク３１
０のフィーチャーと実質的に同じ高さになるまで、スペーサ層３１２はエッチングされる
。他の実施形態において、スペーサマスク３１４のスペーサラインは、犠牲マスク３１０
のフィーチャーの上面より僅か下に凹んでいて、スペーサ層３１２の連続性が、スペーサ
マスク３１４のスペーサライン上及び間で途切れるようにしてある。スペーサ層３１２を
エッチングして、スペーサマスク３１４のスペーサラインの幅が、スペーサ層３１２の元
の厚さの大部分を保持し、介挿ライン３１９の幅が、介挿マスクスタック３１７の幅と実
質的に同じになるようにする。特定の実施形態において、図３Ｆに図示する通り、スペー
サマスク３１４の各スペーサライン及び各介挿ラインの上面の幅が、スペーサマスク３１
４と第２のハードマスク層３０６Ａの界面の幅と実質的に同じである。
【００２９】
　スペーサ層３１２をまたエッチングして、犠牲マスク３１０及び第２のハードマスク層
３０６Ａに対して高エッチング選択性を備えたスペーサマスク３１４を形成してもよい。
特定の実施形態において、犠牲マスク３１０は、単層マスクであり、所望のエッチング選
択性は、単層に対してである。他の特定の実施形態において、犠牲マスク３１０は、スタ
ックされた層であり、所望のエッチング選択性は、第１のハードマスク層３０４Ａの材料
に対する犠牲ハードマスク部分に対してである。本発明の実施形態によれば、スペーサ層
３１２及びスペーサマスク３１４は、犠牲マスク３１０及び第２のハードマスク層３０６
Ａの上部の材料とは異なる材料を含む。一実施形態において、犠牲マスク３１０の上部は
、窒化ケイ素を含み、第２のハードマスク層３０６Ａは、酸化ケイ素を含み、スペーサ層
３１２は、アモルファス又は多結晶ケイ素を含み、ガスＣｌ２又はＨＢｒから生成された
プラズマを用いるドライエッチングプロセスにより、エッチングされてスペーサマスク３
１４を形成する。他の実施形態において、犠牲マスク３１０の上部は、酸化ケイ素を含み
、第２のハードマスク層３０６Ａは、窒化ケイ素を含み、スペーサ層３１２は、アモルフ
ァス又は多結晶ケイ素を含み、ガスＣｌ２とＨＢｒの組み合わせから生成されたプラズマ
を用いるドライエッチングプロセスにより、エッチングされてスペーサマスク３１４を形
成する。他の実施形態において、犠牲マスク３１０の上部は、アモルファス又は多結晶ケ
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イ素を含み、第２のハードマスク層３０６Ａは、窒化ケイ素を含み、スペーサ層３１２は
、酸化ケイ素を含み、ガスＣ４Ｆ８から生成されたプラズマを用いるドライエッチングプ
ロセスにより、エッチングされてスペーサマスク３１４を形成する。他の実施形態におい
て、犠牲マスク３１０の上部は、アモルファス又は多結晶ケイ素を含み、第２のハードマ
スク層３０６Ａは、酸化ケイ素を含み、スペーサ層３１２は、窒化ケイ素を含み、ガスＣ
Ｈ２Ｆ２から生成されたプラズマを用いるドライエッチングプロセスにより、エッチング
されてスペーサマスク３１４を形成する。他の実施形態において、犠牲マスク３１０の上
部は、酸化ケイ素を含み、第２のハードマスク層３０６Ａは、アモルファス又は多結晶ケ
イ素を含み、スペーサ層３１２は、窒化ケイ素を含み、ガスＣＨＦ３とＣＨ２Ｆ２の組み
合わせから生成されたプラズマを用いるドライエッチングプロセスにより、エッチングさ
れてスペーサマスク３１４を形成する。他の実施形態において、犠牲マスク３１０の上部
は、窒化ケイ素を含み、第２のハードマスク層３０６Ａは、アモルファス又は多結晶ケイ
素を含み、スペーサ層３１２は、酸化ケイ素を含み、ガスＣＨＦ３から生成されたプラズ
マを用いるドライエッチングプロセスにより、エッチングされてスペーサマスク３１４を
形成する。本発明の具体的な実施形態において、スペーサマスク３１４を形成するのに用
いるエッチングプロセスは、犠牲マスク３１０と第２のハードマスク層３０６Ａの上面の
露光の際の終点である。特定の実施形態において、スペーサマスク３１４のラインが互い
に不連続になるようにするため、終点検出後に僅かにオーバーエッチングを行う。介挿マ
スクスタック３１７は、Ｏ２／Ｎ２ドライアッシングプロセス又はウェットクリーニング
操作により、後に除去してよい。
【００３０】
　フローチャート２００の操作２１２及び対応の図３Ｇ及び図３Ｇ-を参照して、フォト
レジストスタック３２０を、スペーサマスク３１４の上、犠牲マスク３１０及び第２のハ
ードマスク層３０６Ａの露出した部分に堆積する。図３Ｆで記載したスペーサマスク３１
４を形成するためのエッチング中、スペーサマスク３１４のスペーサライン及び介挿ライ
ンを、一実施形態において、犠牲マスク３１０の隣接するライン間で、不連続とした。一
実施形態において、犠牲マスク３１０の同じラインと関連するスペーサマスク３１４のス
ペーサラインは、犠牲マスク３１０の各ラインの端部周囲で連続したままであり、これは
、図３Ｇ-の見下ろし図のスペーサマスク３１４の端部３１６により図示されている。特
定の用途の、後の半導体デバイス製造のためには、スペーサライン対間のこの連続性が途
切れるのが望ましい。本発明の実施形態によれば、端部３１６は、図３Ｇ-に図示する通
り、フォトレジストスタック３２０のパターン化の際に、ウィンドウ３３０により露出す
る。
【００３１】
　フォトレジストスタック３２０は、図３Ａのパターン化フォトレジスト層３０２につい
て記載した材料を含むフォトレジスト層３２４を有する。更に、フォトレジストスタック
３２０は、図３Ｇに図示する通り、フォトレジスト層３２４に平坦な表面を提供するため
に、フォトレジスト層３２４とスペーサマスク３１４の間に、反射防止コーティング（Ｂ
ＡＲＣ）下層３２２を含む。一実施形態において、フォトレジストスタック３２０をパタ
ーン化するのに用いるリソグラフィープロセスには、実質的に平坦な下面を有するフォト
レジスト層３２４の露光と現像が組み込まれている。具体的な実施形態において、ＢＡＲ
Ｃ層は、有機基を有するスピンオンガラス材料である。変形実施形態において、フォトレ
ジストスタック３２０は、フォトレジスト層のみを含む。
【００３２】
　フォトレジストスタック３２０は、フォトレジストスタック３２０に平坦な上面を提供
するプロセスにより堆積される。例えば、本発明の実施形態において、フォトレジストス
タック３２０は、ＢＡＲＣ層３２２上にフォトレジスト層３２４を含み、フォトレジスト
層３２４とＢＡＲＣ層３２２の両方が、スピンオンプロセスにより堆積する。他の実施形
態において、フォトレジストスタック３２０は、スピンオンプロセスにより堆積するフォ
トレジスト層を実質的に含む。ＢＡＲＣ層３２２又はフォトレジスト層（フォトレジスト
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スタック３２０が、ＢＡＲＣ層を含まない場合）を堆積するのに用いるスピンオンプロセ
スは、スペーサマスクにおいて、薄いフィーチャー又はラインを倒すのに十分な力を生成
する。本発明の実施形態によれば、犠牲マスク３１０は、スペーサトリミングプロセス中
保持されて、スペーサマスク３１４の個々のスペーサラインに構造的なサポートを提供す
る。特定の実施形態において、犠牲マスク３１０を保持することにより、スペーサマスク
３１４のスペーサラインは、フォトレジストスタック３２０を堆積するのに用いるスピン
オンプロセスでは倒されない。介挿ライン３１９は、犠牲マスク３１０からの構造的サポ
ートは受けない。それらは、犠牲マスク３１０のフィーチャーの側壁近傍に形成されない
からである。本発明の実施形態によれば、スペーサマスク３１４の介挿ライン３１９に対
するアスペクト比は、アスペクト比が低いため、スペーサマスク３１４のスペーサライン
よりも倒れにくい。一実施形態において、介挿ライン３１９の高さは、スペーサ層３１２
の高さと等しく、介挿ライン３１９のアスペクト比は、１に略等しい。一実施形態におい
て、短めの介挿ライン３１９は、スピンオンプロセス中、スペーサマスク３１４の高めの
スペーサラインにより保護される。
【００３３】
　フォトレジストスタック３２０は、図３Ａのパターン化フォトレジスト層３０２のパタ
ーン化について記載したリソグラフィープロセスによりパターン化される。一実施形態に
おいて、フォトレジストスタック３２０をパターン化して、スペーサマスク３１４の端部
３１６を露出するウィンドウ３３０を形成する。ウィンドウ３３０のサイズは、スペーサ
マスク３１４をトリミングするのに好適な寸法とする。ウィンドウ３３０は、スペーサマ
スク３１４の全端部３１６を少なくとも露出する。本発明の実施形態によれば、ウィンド
ウ３３０の寸法を選択して、犠牲マスク３１０の一部も露出するようにする。一実施形態
において、フォトレジストスタック３２０におけるウィンドウ３３０の寸法及び位置を選
択して、パターン化及びトリミングプロセスにおける僅かなずれを吸収するようにする。
【００３４】
　フローチャート２００の操作２１２及び対応の見下ろし図の図３Ｈを再び参照して、ス
ペーサマスク３１４をトリミングして、介挿ライン３４１を有するトリミングされたスペ
ーサマスク３４０を形成する。スペーサマスク３１４は、スペーサマスク３１４の露出し
た部分を除去するエッチングプロセスによりトリミングされる。図示する通り、端部３１
６は、フォトレジストスタック３２０及び第２のハードマスク層３０６Ａに対して選択的
にトリミングされる。エッチングプロセスは、必ずしも、犠牲マスク３１０の露出した部
分に対して選択でなくてもよい。しかしながら、一実施形態によれば、トリミングエッチ
ングプロセスは、図３Ｈに図示する通り、犠牲マスク３１０の露出した部分に対して選択
的である。図３Ｃ及び３Ｆに関連して、スペーサ層３１２のエッチングについて記載した
材料とエッチングプロセスの組み合わせを用いて、トリミングされたスペーサマスク３４
０を形成してもよい。トリミングプロセスと介挿マスク成形プロセスは、順不同である。
本発明の変形実施形態によれば、トリミングプロセスは、介挿マスク形成プロセスの前に
実施する。
【００３５】
　フローチャート２００の操作２１４及び図３Ｉ、３Ｉ-を参照して、フォトレジストス
タック３２０及び犠牲マスク３１０を除去する。本発明の実施形態によれば、犠牲マスク
３１０を保持して、スペーサマスク３１４のトリミング中、構造的なサポートを与えて、
介挿ライン３４１を有するトリミングされたスペーサマスク３４０を形成する。トリミン
グされたスペーサマスクが形成されたら、犠牲マスク３１０を除去して、頻度３倍化マス
ク製造プロセスを完了する。
【００３６】
　フォトレジストスタック３２０を、犠牲マスク３１０の除去と同じプロセス工程又は前
のプロセス工程で除去する。一実施形態において、フォトレジストスタック３２０は、カ
ーボン含有種を含み、ガスＯ２及びＮ２を利用する先に行うウェット又はドライアッシュ
工程で除去される。犠牲マスク３１０は、トリミングされたスペーサマスク３４０及び第
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２のハードマスク層３０６Ａに対して極めて選択性の技術により除去してもよい。本発明
の実施形態によれば、犠牲マスクは、単層を含み、単一プロセス工程で、トリミングされ
たスペーサマスク３４０に対して選択的に除去される。一実施形態において、トリミング
されたスペーサマスク３４０は、アモルファス又は多結晶ケイ素を含み、第２のハードマ
スク層３０６Ａは、酸化ケイ素を含み、犠牲マスク３１０は、窒化ケイ素を実質的に含み
、ホットＨ３ＰＯ４ウェットエッチング又はＳｉＣｏＮｉエッチングからなる群より選択
される単一エッチング操作により除去される。他の実施形態において、トリミングされた
スペーサマスク３４０は、アモルファス又は多結晶ケイ素を含み、第２のハードマスク層
３０６Ａは、窒化ケイ素を含み、犠牲マスク３１０は、酸化ケイ素を実質的に含み、含水
フッ酸ウェットエッチング又はＳｉＣｏＮｉエッチングからなる群より選択される単一エ
ッチング操作により除去される。他の実施形態において、トリミングされたスペーサマス
ク３４０は、酸化ケイ素を含み、第２のハードマスク層３０６Ａは、窒化ケイ素を含み、
犠牲マスク３１０は、アモルファス又は多結晶ケイ素を実質的に含み、Ｃｌ２プラズマエ
ッチング及びＣＦ４／Ｏ２プラズマエッチングからなる群より選択される単一エッチング
操作により除去される。他の実施形態において、トリミングされたスペーサマスク３４０
は、窒化ケイ素を含み、第２のハードマスク層３０６Ａは、酸化ケイ素を含み、犠牲マス
ク３１０は、アモルファス又は多結晶ケイ素を実質的に含み、Ｃｌ２プラズマエッチング
及びＣＦ４／Ｏ２プラズマエッチングからなる群より選択される単一エッチング操作によ
り除去される。他の実施形態において、トリミングされたスペーサマスク３４０は、窒化
ケイ素を含み、第２のハードマスク層３０６Ａは、アモルファス又は多結晶ケイ素を含み
、犠牲マスク３１０は、酸化ケイ素を実質的に含み、含水フッ酸ウェットエッチング又は
ＳｉＣｏＮｉエッチングからなる群より選択される単一エッチング操作により除去される
。他の実施形態において、トリミングされたスペーサマスク３４０は、酸化ケイ素を含み
、第２のハードマスク層３０６Ａは、アモルファス又は多結晶ケイ素を含み、犠牲マスク
３１０は、窒化ケイ素を実質的に含み、ホットＨ３ＰＯ４ウェットエッチング又はＳｉＣ
ｏＮｉエッチングからなる群より選択される単一エッチング操作により除去される。
【００３７】
　変形実施形態において、犠牲マスク３１０は、図３Ｂに関連した変形実施形態に記載さ
れている通り、犠牲マスク部分上に犠牲ハードマスク部分を含む。例えば、一実施形態に
おいて、犠牲ハードマスク部分は、窒化ケイ素、酸化ケイ素及びアモルファス又は多結晶
ケイ素からなる群より選択される材料を含み、犠牲マスク部分は、第１のマスク層３０４
Ｂについて記載したアモルファスカーボン材料等のアモルファスカーボン材料を含む。本
発明の実施形態において、トリミングされたスペーサマスク３４０及び第２のハードマス
ク層３０６Ａに対して選択性のある犠牲マスク３１０を除去するのに上記の通りに具体化
された同じ材料の組み合わせとエッチングプロセスを用いて、トリミングされたスペーサ
マスク３４０及び第２のハードマスク層３０６Ａに対して選択性のある犠牲ハードマスク
部分を除去する。スタックされた犠牲マスクの犠牲ハードマスク部分の下にある犠牲マス
ク部分は、犠牲ハードマスク部分を除去するのに用いるのと同じエッチング操作で実質的
に除去してもよい。或いは、第２のエッチング操作が、犠牲マスク部分に必要とされるこ
ともある。一実施形態において、犠牲マスク部分は、アモルファスカーボンを含み、Ｏ２

とＮ２の組み合わせ、又はＣＨ４とＮ２とＯ２の組み合わせからなる群より選択されるガ
スを含むプラズマを有するドライエッチングにより除去される。
【００３８】
　フローチャート２００の操作２１６及び対応の図３Ｊを参照すると、介挿ライン３４１
を有するトリミングされたスペーサマスク３４０の画像が、第２のマスクスタック３０６
へ転写されて、半導体層３０８上にエッチングマスク３７０を形成する。一実施形態にお
いて、第２のマスクスタック３０６は、単一材料を実質的に含み、１回のエッチング操作
で、エッチングされて、エッチングマスク３７０を形成する。具体的な実施形態において
、第２のマスクスタック３０６は、窒化ケイ素、酸化ケイ素及びアモルファス又は多結晶
ケイ素からなる群より選択される単一材料を実質的に含む。変形実施形態において、第２
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のマスクスタック３０６は、図３Ｂに関連して図示及び記載した通り、第２のマスク層３
０６Ｂ上に第２のハードマスク層３０６Ａを含む。一実施形態において、エッチングマス
ク３７０は、図３Ｊに図示する通り、ハードマスク部分３７０Ａとマスク部分３７０Ｂを
含む。第２のハードマスク層３０６Ａとハードマスク部分３７０Ａの材料組成及び厚さの
実施形態は、図３Ｂで記載した。本発明の実施形態によれば、トリミングされたスペーサ
マスク３４０の画像は、マスク部分３７０Ｂを形成するのに最終的に用いられるパターン
化操作とは異なるエッチング操作で、第２のハードマスク層３０６Ａに転写される。一実
施形態において、第２のハードマスク層３０６Ａは、アモルファス又は多結晶ケイ素を実
質的に含み、ガスＣＨＦ３を用いたドライエッチングによりエッチングして、ハードマス
ク部分３７０Ａを形成する。他の実施形態において、第２のハードマスク層３０６Ａは、
酸化ケイ素を実質的に含み、ＣＨ２Ｆ２及びＣｌ２とＨＢｒの組み合わせからなる群より
選択されるガスを用いたドライエッチングによりエッチングして、ハードマスク部分３７
０Ａを形成する。他の実施形態において、第２のハードマスク層３０６Ａは、窒化ケイ素
を実質的に含み、Ｃ４Ｆ８、Ｃｌ２及びＨＢｒからなる群より選択されるガスを用いたド
ライエッチングにより、エッチングして、ハードマスク部分３７０Ａを形成する。
【００３９】
　本発明の実施形態において、トリミングされたスペーサマスク３４０の画像が、第２の
エッチング操作において、ハードマスク部分３７０Ａからマスク部分３７０Ｂへ転写され
る。第２のマスク層３０６Ｂ及びエッチングマスク３７０のマスク部分３７０Ｂは、後に
半導体層３０８をパターン化するのに用いられるエッチングプロセスに実質的に耐える好
適な材料を含む。一実施形態において、第２のマスク層３０６Ｂは、第１のマスク層３０
４Ｂの組成の実施形態について記載したアモルファスカーボン材料等のアモルファスカー
ボン材料を含む。特定の実施形態において、第２のマスク層３０６Ｂ及びエッチングマス
ク３７０のマスク部分３７０Ｂの厚さは、エッチングマスク３７０の各ラインの幅の３．
１２５～６．８７５倍である。図３Ｊに図示する通り、エッチングマスク３７０の各ライ
ンについて実質的に垂直断面を維持するエッチングプロセスにより、第２のマスク層３０
６Ｂをエッチングして、マスク部分３７０Ｂを形成する。一実施形態において、第２のマ
スク層３０６Ｂは、アモルファスカーボンを含み、Ｏ２とＮ２の組み合わせ、又はＣＨ４

とＮ２とＯ２の組み合わせからなる群より選択されるガスを含むプラズマを用いたドライ
エッチングプロセスにより除去される。
【００４０】
　様々な実施形態を通して、犠牲マスクのラインの頻度を３倍化するラインを含むエッチ
ングマスク３７０を製造する１つ以上の方法について説明してきた。エッチングマスク３
７０は、例えば、集積回路用デバイス製造のために、半導体層３０８をパターン化するの
に用いてもよい。本発明の実施形態によれば、エッチングマスク３７０は、アモルファス
カーボン材料を実質的に含むマスク部分３７０Ｂを有する。半導体層３０８をパターン化
するのに用いるエッチングプロセス中、アモルファスカーボン材料はパッシベートされて
、半導体層３０８の全エッチングにわたって、その画像及び次元性を保持できる。トリミ
ングされたスペーサマスク３４０は、半導体層３０８をパターン化するのに所望の寸法を
有しているが、トリミングされたスペーサマスク３４０の材料は、半導体層の正確な画像
転写に耐える好適なものではなく、エッチングプロセス中、劣化する恐れがある。本発明
の実施形態によれば、トリミングされたスペーサマスクの画像は、図３Ｉ及び３Ｊで記載
した通り、半導体層に画像を転写する前に、先ず、アモルファスカーボン材料を含む層に
転写される。
【００４１】
　半導体層３０８は、３倍化頻度マスクを必要とするデバイス製造又はその他半導体構造
に望ましい層であればよい。本発明の実施形態によれば、半導体層３０８は、明瞭に画定
された半導体構造の配列へとパターン化するのに好適な材料を含む。一実施形態において
、半導体層３０８は、ＩＶ族系材料又はＩＩＩ－Ｖ族材料を含む。更に、半導体層３０８
は、明瞭に画定された半導体構造の配列へとパターン化するのに好適なモルホロジーを含
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む。一実施形態において、半導体層３０８のモルホロジーは、アモルファス、単結晶及び
多結晶からなる群より選択される。一実施形態において、半導体層３０８は、電荷担体ド
ーパント不純物原子を含む。半導体層３０８は、更に、基板上に配置されていてもよい。
基板は製造プロセスに耐える好適な材料を含んでいてよい。一実施形態において、基板は
、可撓性プラスチックシートを含む。基板は、更に、製造プロセスに耐える好適で、半導
体層が好適に配置される材料を含んでいてよい。一実施形態において、基板は、結晶ケイ
素、ゲルマニウム及び／又はケイ素／ゲルマニウム等のＩＶ族系材料を含む。他の実施形
態において、基板は、ＩＩＩ－Ｖ族材料を含む。基板はまた、絶縁層を含んでいてもよい
。一実施形態において、絶縁層は、酸化ケイ素、窒化ケイ素、酸窒化ケイ素及び高－ｋ誘
電体層からなる群より選択される材料を含む。
【００４２】
　本発明の実施形態は、犠牲マスクのラインの端部を囲む領域でトリミングされるスペー
サマスクの製造に限定されない。本発明の他の実施形態によれば、ライン端部以外の構造
を囲むスペーサマスクの部分は、構造的にサポートされる犠牲マスクの存在下で、トリミ
ングされる。図４Ａ～Ｂに、本発明の実施形態による、スペーサマスク製造プロセスにお
ける操作を表す見下ろし図を示す。
【００４３】
　図４Ａを参照すると、パターン化フォトレジスト層４２０が、介挿ライン４１９を有し
、犠牲マスク４１０により構造的にサポートされたスペーサマスク４１４上に形成されて
いる。スペーサマスク４１４のスペーサラインの端部領域４１６は、犠牲マスク４１０の
非線形フィーチャーを囲んでおり、パターン化フォトレジスト層４２０において、ウィン
ドウ４３０により露出している。この見下ろし図は、図３Ｇ-に対応しており、図３Ｇ-に
図示されたライン端部に比べ、スペーサマスク３１４の異なる領域を表している。図４Ｂ
を参照すると、スペーサマスク４１４はトリミングされて、介挿ライン４４１を有するト
リミングされたスペーサマスク４４０を形成している。更に、パターン化フォトレジスト
層４２０と犠牲マスク４１０が除去される。本発明の実施形態によれば、犠牲マスク４１
０は構造的サポートのために維持され、スペーサマスク４１４の非線形部分はトリミング
される。このプロセスによって、図４Ｂに図示する通り、トリミングされたスペーサマス
ク４４０のスペーサラインと介挿ラインの間隔よりも広い距離分離された、スペーサ端部
４８０を備えたスペーサラインを有するトリミングされたスペーサマスク４４０を形成す
ることができる。一実施形態において、各スペーサ端部４８０に対する後の接触形成が促
進される。この際、２つ以上のスペーサ又は介挿ラインが、１回の接触で、トリミングさ
れたスペーサマスク４４０と不適切に接触する危険性はない。
【００４４】
　スペーサマスクの形成において、スペーサラインと介挿ライン以外のものを保持するの
が望ましい。エリア保存領域が、スペーサマスク形成中、保持されてもよい。図５Ａ～Ｄ
に、本発明の実施形態による、エリア保存工程を含むスペーサマスク製造方法における一
連を操作を示す断面図を示す。
【００４５】
　図５Ａを参照すると、スペーサ層５１２が、犠牲マスク５１０と共形で堆積している。
介挿マスクスタック５１７は、スペーサ層５１２上に、犠牲マスク５１０のライン間に形
成されている。スペーサ層５１２は、エリア保存工程を組み込んだ頻度３倍化スキームに
用いられるスペーサマスクに最終的になる材料源である。図５Ａは、上述した図３Ｅに対
応している。エリア保存マスクスタック５９０は、介挿マスクスタック５１７の形成と同
じ工程で形成される。本発明の実施形態によれば、スペーサ層５１２の一部を保持するた
めに、エリア保存マスクスタック５９０をパターン化する。そうしないと、スペーサマス
ク形成エッチング操作で除去されることになる。一実施形態において、スペーサ層５１２
は、介挿マスクスタック５１７とエリア保存マスクスタック５９０を形成するのに用いる
フォトレジストスタックの堆積及びパターン化中に、犠牲マスク５１０の構造的サポート
となる。
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【００４６】
　図５Ｂを参照すると、スペーサ層５１２はエッチングされ、介挿マスクスタック５１７
及びエリア保存マスクスタック５９０を除去して、介挿ライン５１９を有するスペーサマ
スク５１４を形成する。スペーサマスク５１４はまた、エリア保存マスクスタック５９０
による保護のために、保持されるエリア保存マスク部分５９２も含む。スペーサマスク５
１４は、トリミングプロセスシーケンスでトリミングされ、トリミング中、犠牲マスク５
１０は保持される。更に、本発明の実施形態によれば、エリア保存部分５９２もまた、ト
リミングプロセス中保持される。
【００４７】
　図５Ｃを参照すると、犠牲マスク５１０は除去され、介挿ライン５４１とエリア保存部
分５９２を有するトリミングされたスペーサマスク５４０のみが残る。図５Ｄを参照する
と、介挿ライン５４１とエリア保存部分５９２を有するトリミングされたスペーサマスク
５４０の画像が、第２のマスクスタック５０６に転写されて、エッチングマスク５７０を
形成する。本発明の実施形態によれば、エリア保存プロセスの結果、エッチングマスク５
７０は、図５Ｄに図示する通り、エッチングマスク５７０において最薄ラインの幅より広
い幅を有する少なくとも１つのフィーチャーを含む。トリミングプロセスと、エリア保存
／介挿マスク形成プロセスは、順不同である。本発明の変形実施形態によれば、トリミン
グプロセスは、エリア保存／介挿マスク形成プロセスの前に実施される。
【００４８】
　エリア保存プロセスは、スペーサマスクプロセスと組み合わせて用いて、接触を形成す
るのに用いる半導体層の領域を最終的に形成してもよい。図６Ａ～Ｂに、本発明の実施形
態による、エリア保存プロセスを組み込んだスペーサマスク製造方法における操作を示す
見下ろし図を示す。
【００４９】
　図６Ａを参照すると、介挿ライン６１９とエリア保存領域６９２を有するスペーサマス
ク６１４が、図５Ｂで記載した通り、犠牲マスク６１０に関連して形成されている。図６
Ｂを参照すると、スペーサマスク６１４がトリミングされて、介挿ライン６１９とエリア
保存領域６９２を有するトリミングされたスペーサマスク６４０が形成され、犠牲マスク
６１０が除去される。エリア保存領域６９２は、接触が形成される大きな領域を与える。
本発明の実施形態によれば、スペーサマスク形成エッチング操作において除去されるスペ
ーサマスクの一部が、エリア保存マスクにより保持される。
【００５０】
　半導体マスクを製造する方法を開示した。一実施形態において、一連のラインを含む犠
牲マスクを有する半導体スタックが提供される。次に、犠牲マスクの一連のラインの側壁
に近接するスペーサラインを有するスペーサマスクが形成される。スペーサマスクはまた
、スペーサライン間に介挿ラインも有する。犠牲マスクは最終的に除去されて、スペーサ
マスクのみが提供される。一実施形態において、スペーサマスクは、半導体スタック上に
、犠牲マスクと共形でスペーサ層を堆積することにより形成される。フォトレジスト層が
、スペーサ層上に堆積され、パターン化されて、犠牲マスクの一連のラインが介挿される
。スペーサ層は後にエッチングされて、スペーサライン間の介挿ラインに沿って犠牲マス
クの一連のラインの側壁に近接するスペーサラインを有するスペーサマスクを提供する。
最終的に、犠牲マスクは除去されて、スペーサマスクのみが提供される。特定の実施形態
において、スペーサマスクのスペーサライン及び介挿ラインは、犠牲マスクの一連のライ
ンの頻度を３倍化する。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
　本発明の実施形態を添付図面に例として示すが、これらに限定されるものではない。
【図１Ａ】～
【図１Ｃ】先行技術による従来の半導体リソグラフィープロセスを表す断面図である。
【図２】本発明の実施形態によるスペーサマスク製造プロセスの例示の方法を示す図であ
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る。
【図３Ａ】～
【図３Ｊ】本発明の実施形態による半導体スタックに適用された図２のフローチャートの
一連の操作を表す見下ろし図の断面図である。
【図４Ａ】～
【図４Ｂ】本発明の実施形態によるスペーサマスク製造方法の例示の方法の見下ろし図で
ある。
【図５Ａ】～
【図５Ｄ】本発明の実施形態によるスペーサマスク製造方法の例示の方法の断面図である
。
【図６Ａ】～
【図６Ｂ】本発明の実施形態によるペーサマスク製造方法の例示の方法の見下ろし図であ
る。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】
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【図３Ｈ】
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【図３Ｊ】
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【図５Ｄ】

【図６Ａ】
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